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救急業務に関係する企画立案に係るコンピュータ処理について

（答申） 

 

  ２０２２年（令和４年）９月２６日付けで諮問（第１１６１号）された救

急業務に関係する企画立案に係るコンピュータ処理について、次のとおり答

申します。 

 

 

１  審議会の結論 

藤沢市個人情報の保護に関する条例（平成１５年藤沢市条例第７号。

以下「条例」という。）第１８条の規定によるコンピュータ処理を行う

ことについては、適当であると認められる。 

 

２  実施機関の説明要旨 

   実施機関の説明を総合すると、本事務の実施に当たりコンピュータ処

理を行う必要性は、次のとおりである。 

(1) 諮問に至った経過 

未だ新型コロナウイルス感染症への対応に予断を許さない状況が続

く中、今後も高齢化の進展や、救急業務の高度化及び多様化を背景と

して、救急活動時間の延伸による救命効果の低下や救急件数の増加に

伴う労務負担の増加が課題となっている。 

一方で、ＩＣＴ等の先進的な技術は、日々進歩しており、これらを

救急業務に活用することで、さまざまな課題を解決に導いていくと期

待されている。 

そこで、本市消防局救急救命課（以下「救急救命課」という。）では、

救急活動にＩＣＴ技術を活用した「傷病者情報管理システム」（以下「本

システム」をいう。）を導入し、傷病者の情報を医療機関と共有するこ

とや各種書類作成等の事務作業に反映させることが、救命効果の向上

や救急隊の労務負担の軽減に繋がると考え、効果等を評価するために



実証実験を行う。 

この実証実験にあたり、傷病者の情報をコンピュータ処理すること

から、藤沢市個人情報の保護に関する条例第１８条の規定に基づき、

藤沢市個人情報保護制度運営審議会に諮問するものである。 

(2) 本システムの概要 

傷病者を医療機関に搬送する際に必要な情報を管理するため、本シ

ステムの運営事業者がクラウド上に情報共有サーバ（以下「クラウド

基幹システム」という。）を設置し、傷病者情報を救急車に配備した端

末（以下「救急タブレット」という。）から入力し、クラウド基幹シス

テムを介して、救急隊が指定する医療機関に設置された端末（以下「傷

病者受入端末」という。）に共有される。 

また、救急活動記録検証票（以下「搬送確認票」という。）、の作成

では、救急タブレットで入力したクラウド基幹システムの情報を利用

し、救急車に積載したプリンタで出力する。救急活動報告書及び救急

救命処置録の作成は、帰署後に署所に配置した端末（以下「救急ＰＣ」

という。）で入力したクラウド基幹システムの情報を利用し、署所に

配置したプリンタで出力する。 

傷病者情報の共有の手順は次のとおりとなる。 

   ア 傷病者情報管理（個人情報、画像、動画） 

現場に到着した救急隊が、救急タブレット内の本システムアプリ

ケーションを起動し、ＩＤとパスワードを入力、傷病者情報の入力

画面において、タッチ操作やＯＣＲ機能（文字認識）、音声入力機

能を活用して傷病者情報の入力や画像を添付する。 

   イ 傷病者情報の送信 

救急隊が傷病者の重症度・緊急度等の情報を元に、搬送先医療機

関を選定し、収容依頼をする医療機関にクラウド基幹システムを経

由して、傷病者情報を提供し、その後、受入の可否を電話で確認を

する。 

また、救急隊が現場で活動する際、リアルタイムで医療機関と情

報の共有が必要と判断した場合、本システムアプリケーション内の

映像伝送機能を活用し、映像と音声の情報を共有する。 

   ウ 傷病者情報の受信 

収容依頼を受けた医療機関は、設置した傷病者受入端末で通知を

受け、当該傷病者の情報を閲覧し、受入可否を判断する。閲覧した

情報だけでは、判断がつかない場合には、収容依頼の電話の際に確

認をする。なお、閲覧できる内容は、後述する「新たにコンピュー

タ処理を行う情報」とする。 

   エ 収容依頼への回答 



収容依頼を受けた医療機関は、受入の可否は電話で回答する。 

   オ 搬送確認票、救急活動報告書及び救急救命処置録の作成 

救急タブレット及び救急ＰＣを活用し、搬送確認票、救急活動報

告書及び救急救命処置録の作成に必要な情報を入力、搬送確認票は、

救急車に積載しているプリンタで印刷し、搬送先医療機関に提出、

救急活動報告書及び救急救命処置録については、署所に配置したプ

リンタで印刷し、消防局内で決裁、保管をする。 

取り扱う情報については、「新たにコンピュータ処理を行う情報」

のとおりとする。 

 (3) コンピュータ処理の必要性 

本市消防局では、令和３年の救急件数が２２,０７０件あり、２０,

３１８人の傷病者を１４隊の救急隊で対応している。現在、救急隊が

医療機関に情報共有する際は、電話による口頭での伝達のみであるた

め、情報に齟齬が生じたり、多くの時間を要したりするケースがある。

また、搬送後は搬送確認票を手書きで作成し、医療機関に提出してお

り、帰署後には、搬送確認票に記載の情報を元に、既存の消防ＯＡシ

ステムへデータ入力を行い、救急活動報告書及び救急救命処置録を作

成している。 

これら一連の業務において、本システムを活用することにより、瞬

時に情報を可視化することで、情報の精度や質の向上及び情報共有の

速度の向上を図ることができる。また、本システムデータを活用して

各種書類作成等をすることで重複のない効率的な報告事務を実現さ

せることにより、市民サービスの向上や救急業務の負担軽減が期待で

きることから、コンピュータ処理を行う必要がある。 

(4) 新たにコンピュータ処理を行う情報 

ア 救急隊と医療機関が共有する情報 

  (ｱ) 基本情報 

傷病者発生日時、救急隊名 

  (ｲ) 傷病者情報 

住所、氏名、フリガナ、年齢、生年月日、性別、主訴、現病歴、

既往歴、内服薬、バイタルサイン（意識、呼吸、脈拍、血圧、体

温、ＳＰＯ２）、処置内容 

  (ｳ) 画像や動画の情報 

災害概要及び傷病者の傷状況に関する画像やリアルタイム映

像、保険証、診察券、マイナンバーカード、お薬手帳、生活保護

受給証明書、その他傷病者の身体状況が分かる書類で医療機関と

情報共有が必要となる書類 

イ 救急隊が傷病者を搬送後、医療機関に提出する書類の内容（一



般） 

出動番号、覚知年月日、出動救急隊名、記入者、隊長氏名、機

関員氏名、隊員氏名、事故種別、出場先住所、発生場所、傷病者住

所、氏名、電話、性別、生年月日、年齢、要請概要、救急連携、感

染防御、携行資器材、傷病者の安全装置、既往歴、感染症、処方薬、

最終の食事時刻、通院機関、日常生活、応急手当の口頭指導の有無、

口頭指導者、状況、内容、応急手当の有無、場所、実施者、実施内

容、状況評価、主訴、現病歴、体型、推定体重、渡航歴、高エネル

ギー外傷、生理学的評価の意識、気道、呼吸様式、呼吸回数、呼吸

音、ＳＰＯ２、脈拍、血圧、ショック症状、活動性外出血、心電図、

体温、症状、表情、皮膚、神経系、頭頚部、胸部、腹部骨盤、四肢、

その他、中毒、創傷、外傷判断、重症度判断、ＳＰＳＳ、病態、選

定時刻、情報提供、選定者、病院選定経過、選定困難、選定理由、

指示指導助言の要請者、要請、指示医、指示機関、要請時刻、要請

内容、指示指導助言の時刻、指示指導助言の内容、救急処置の体位

管理、呼吸管理、循環管理、体温管理、止血処置、固定処置、創処

置、血糖測定実施場所、実施時刻、実施結果、実施者、静脈路確保

実施場所、実施時刻、穿刺部位、サイズ、実施者、結果、輸液量、

ブドウ糖実施場所、実施時刻、実施結果、実施者、その他、観察処

置の経過、支援隊活動経過、特記事項、医療機関名称、所在地、初

診時傷病名、診療情報、意見欄、初診時重症度判定、医師署名 

ウ 救急隊が傷病者を搬送後、医療機関に提出する書類の内容(ＣＰ

Ａ) 

出動番号、覚知年月日、出動救急隊名、記入者、隊長氏名、機

関員氏名、隊員氏名、事故種別、出場先住所、発生場所、傷病者住

所、氏名、電話、性別、生年月日、年齢、要請概要、救急連携、感

染防御、携行資器材、傷病者の安全装置、既往歴、感染症、処方薬、

最終の食事時刻、通院機関、日常生活、心停止の目撃状況、目撃者、

場所、口頭指導の有無、口頭指導者、状況、内容、バイスタンダー

のＢＬＳ、感染防御、ＣＰＲ開始時刻、場所、実施者、連絡先の確

認、資格、実施内容、ＡＥＤ装着、パッド装着、実施時刻、実施回

数、波形確認、設置場所、結果、支援隊ＢＬＳ、ＣＰＲ、ＡＥＤ装

着、実施時刻、実施回数、波形確認、結果、原因の状況、推定原因、

状況評価、主訴、現病歴、体型、推定体重、渡航歴、高エネルギー

外傷、生理学的評価の意識、気道、呼吸様式、呼吸回数、呼吸音、

ＳＰＯ２、脈拍性状、脈拍数、血圧、ショック症状、心電図、体温、

症状、表情、皮膚、瞳孔、心肺系他、創傷、死亡徴候、選定時刻、

情報提供、選定者、病院選定経過、選定困難、選定理由、指示指導



助言の要請者、要請、指示医、指示機関、要請時刻、要請内容、指

示指導助言時刻、指示指導助言内容、情報、救急救命処置の手技、

酸素、送還適応判断、手技、病院到着後チューブの位置確認、除細

動実施場所、装置、適応、実施者、実施記録、最終結果、静脈路実

施場所、実施時刻、穿刺部位、サイズ、実施者、結果、輸液量、薬

剤投与実施時刻、実施場所、結果、実施者、観察処置の経過、救急

活動経過、支援隊活動経過、特記事項、医療機関名称、所在地、初

診時傷病名、診療情報、意見欄、初診時転帰、医師署名 

エ 救急隊が帰署後、作成、決裁及び保管が必要な報告書の内容（一

般） 

対象年月、出動隊、登録番号、出動場所、転院元、出動番号、

事案番号、出動車両、署所、保留、仮登録中、エラー状態、傷病者

仮登録中、メモ有り、イメージ有り、発生日付、休日、天候、発生

地区、担当区、校区、事故種別、他、転院理由、覚知区分、受令場

所、発生場所区分、搬送者数、不搬送理由、医師出動、医師名、大

規模イベント、イベント名称、心肺蘇生の希望なし、経過時間、通

報者、電話、通報内容、指令員、走行距離、自動車道区分、上下区

分、キロポスト、同乗者、作成日、救助活動区分、救助開始時刻、

誘導人員数、救命士搭乗、医師乗車、准救急隊員搭乗、隊長、救命

士認定区分、資格認定状況、隊員、救命士認定区分、資格認定状況、

隊員、救命士認定区分、資格認定状況、機関員、救命士認定区分、

資格認定状況、乗車隊員人数、資格認定状況、ドクターカー・ドク

ターヘリ要請、連携活動、報告用連携活動、概要／備考、整理番号、

搬送受入６号基準、江の島救急車、江の島救急運用隊、転院元医療

機関、転院区分、連携ドクターカー、ドクターカー接触、住所、氏

名、フリガナ、不搬送、生年月日、年齢、性別、年齢区分、電話番

号、職業、外国人、国籍、勤務先、住居区分、介護情報、複数傷病

者発生事案、事故種別、傷病程度、救急搬送の必要性は低かった、

緊急度、疾病分類、傷病名、熱中症、初診時記入、収容場所、収容

機関、車内収容、病院到着、引継、受付～車内収容、車内収容～現

発、受付～引継、覚知～車内収容、病着～引継、覚知～引継、診療

科目、管外理由、病院選定問合わせ回数、連絡開始、病院決定、選

定所要時間、選定者、選定理由、選定経過、選定結果、受入不可理

由、既往歴、現病名、特記、通院機関、メモ有り、イメージ有り、

傷病分類、国傷病名、発生場所区分、発生階層、事故原因器物、応

急処置、応急処置その他、使用資器材、協力者住所、氏名、性別、

連絡先電話、救急講習受講、応急処置者、Ｂystander、開始日時、

処置、指導有、胸骨圧迫開始日時、人工呼吸開始日時、ＡＥＤ有無、



パット装着、除細動適応、不明理由、除細動有、実施回数、実施日

時、口頭指導、指導員、ＣＰＲ口頭指導、実施者、口頭指導実施、

実施不可理由、手当有効性、口頭指導理解、接触日時、覚知～接触、

現着～接触、主訴等、状態、表情、顔貌、痙攣、嘔吐、失禁、四肢

変形、麻痺、出血、創傷、熱傷、死亡徴候、死亡確認、医師名、現

場到着・接触時の状況、医師による応急処置、観察時点、観察時刻、

翌日、意識、ＪＣＳ、ＧＣＳ、呼吸、聴診、脈拍、血圧、ＳＰＯ２、

体温、瞳孔、顔貌、心電図、麻痺、その他所見、医療機関、連絡開

始、連絡完了、選定理由、収容、拒否理由、翌日、問合せ先、備考、

現場離脱時間、あんしんみまもり、海岸発生地区、海岸適応、連携

活動概要、連携隊名、連携隊到着状況、支援隊ＡＥＤ使用、連携隊

員同乗、外傷グレード、ロードアンドゴー、ＳＰＳＳ、救急ボイス

トラ、ボイストラ言語、自動心マ始動、特記、備考 

オ 救急隊が帰署後、作成、決裁及び保管が必要な報告書の内容（Ｃ

ＰＡ） 

  (ｱ) 救急隊が帰署後、作成、決裁及び保管が必要な報告書の内容（一

般） 

  (ｲ) 心肺停止、目撃状況、目撃日時、目撃者、目撃場所、性状、推

定原因、特定行為、除細動、実施場所、初期波形、その他、１回

目、２回目、３回目、４回目、５回目、６回目、結果、中止・未

実施理由、実施者、氏名、気道確保、実施場所、実施日時、用手、

方法、経口エアウェイ、経鼻エアウェイ、食道閉鎖式、ＬＭ、そ

の他、気管挿管、サイズ、カフ容量、固定位置、換気、Ｏ２、中

止、抜去、中止・抜去時刻、中止・抜去・未実施理由、確保でき

ず理由、実施者、氏名、静脈路確保、実施場所、目的・適応、実

施日時、血管確保部位、留置針、穿刺回数、輸液速度、総輸液量、

中止・未実施理由、確保できず理由、実施者、氏名、血糖測定、

血糖値、実施場所、実施日時、穿刺の部位、穿刺回数、実施理由、

測定できず理由等、実施者名、病着時血糖、薬剤投与、実施結果、

薬剤種類、実施場所、実施日時、投与経路、総投与量、回数、中

止・未実施理由、実施者、氏名、その他の記録（医師等の処置等）、

処置等の特記事項、時間経過、予後調査 

(5) 安全対策等について 

ア 本市消防局における安全対策 

  (ｱ) 指定された端末毎に利用登録を事前に行い、交付されたＩＤ及

びパスワードを用いて本システムにログインするものとする。 

 (ｲ) ＩＤ及びパスワードの利用は、救急救命課長の許可を必要とし、

必要最低限にすること。 



  (ｳ) 取り扱うすべての情報に対し、不正な持ち出し、改ざん、破壊、

紛失、漏えいなどが行われないよう管理を徹底する。 

 (ｴ) 運用については、消防指令システム情報セキュリティーポリシ

ーを遵守し、個人情報の保護及び安全の確保に努める。 

イ 参加医療機関における安全対策 

  (ｱ) 藤沢市消防局で本システムに係る運用基準を作成し、それに基

づき参加加医療機関は、個人情報保護法を遵守すること。また、

本システムでの個人情報の利用は最低限とするよう努めること。

加えて、収容を受け入れないことが決まった傷病者の情報につい

ては、速やかに破棄することなどについて遵守するものとする。 

 (ｲ) 個人情報の取り扱いについては、参加医療機関それぞれで定め

た個人情報保護方針やプライバシーポリシーを遵守し、取得した

傷病者の個人情報の保護及び安全管理に努める。 

ウ サービス提供事業者の安全対策について 

  (ｱ) 情報セキュリティマネジメントシステムは、ＩＳＯ２７００１

（ＩＳＭＳ）の認証を取得している。 

 (ｲ) データセンターファシリティスタンダード「ＪＤＣＣＦＳ」に

おいて、ティア３以上に適合している。 

  (ｳ) 日本国内のサーバで、個人情報を保持している。 

 (ｴ) データセンターは、２４時間３６５日監視され、入退室制限な

どの物理セキュリティを実施している。 

  (ｵ) クラウド基幹システムの通信にあっては、ＳＳＬ／ＴＬＳ１．

２にて対応し、ＩＰＡ（独立行政法人情報処理推進機構セキュリ

ティセンター）が発出した「ＴＬＳ暗号設定ガイドライン」で、

標準的な水準を大きく上回る高い安全性水準として設定された

「高セキュリティ型」に準拠している。 

 (ｶ) 救急隊と医療機関が共有する情報については、情報を取得して

から１２時間経過後に削除する。 

  (ｷ) 搬送確認票、救急活動報告書及び救急救命処置録については、

情報を取得してから５年間経過後に削除する。 

(ｸ) 全ての救急タブレットは、ＭＤＭ（モバイル端末管理）による

遠隔管理し、使用制限や紛失等の安全対策を実施している。 

  (ｹ) 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」第５．

２版に準拠し、安全対策を実施している。 

 (6) 実施時期 

２０２２年１１月から２０２３年６月（予定） 

(7) 添付資料 

ア 救急救命ＤＸ傷病者情報管理システム実証実験計画書（案） 



イ  傷病者情報管理システム運用管理基準（案）  

ウ  システム構成図  

エ  救急活動記録検証票  （一般）  

オ  救急活動記録検証票（ＣＰＡ）  

カ  救急活動報告書入力画面  

キ  救急活動報告書  

ク  救急救命処置録入力画面  

ケ  救急救命処置録  

 

３  審議会の判断理由 

   当審議会は、次に述べる理由により、「１ 審議会の結論」のとおり

の判断をするものである。 

(1) コンピュータ処理を行う必要性について 

本市消防局では、令和３年の救急件数が２２,０７０件あり、２０,

３１８人の傷病者を１４隊の救急隊で対応している。現在、救急隊が

医療機関に情報共有する際は、電話による口頭での伝達のみであるた

め、情報に齟齬が生じたり、多くの時間を要したりするケースがある。

また、搬送後は搬送確認票を手書きで作成し、医療機関に提出してお

り、帰署後には、搬送確認票に記載の情報を元に、既存の消防ＯＡシ

ステムへデータ入力を行い、救急活動報告書及び救急救命処置録を作

成している。 

これら一連の業務において、本システムを活用することにより、瞬

時に情報を可視化することで、情報の精度や質の向上及び情報共有の

速度の向上を図ることができる。また、本システムデータを活用して

各種書類作成等をすることで重複のない効率的な報告事務を実現させ

ることにより、市民サービスの向上や救急業務の負担軽減が期待でき

ることから、コンピュータ処理を行う必要がある。 

(2) 安全対策について 

実施機関が「２ 実施機関の説明要旨」(5)のア、イ及びウにおいて

示す安全対策は、次のとおりである。 

ア 本市消防局における安全対策 

     (ｱ) 必要最小限の担当者以外の者がデータにアクセスできないよ

うにするための措置 

ア(ｱ)、ア(ｲ) 

     (ｲ) 日常的な安全対策 

ア(ｳ)、ア(ｴ) 

イ 参加医療機関における安全対策 

     (ｱ) 利用後にデータを確実に消去するための措置 



イ(ｱ) 

     (ｲ) 日常的な安全対策 

イ(ｲ) 

ウ サービス提供事業者の安全対策 

     (ｱ) 実施機関が受託者の安全対策を確認できるようにするための

措置 

ウ(ｱ)、ウ(ｲ)、ウ(ｳ)、ウ(ｵ)、 

     (ｲ) その他受託者の安全対策を高めるための措置 

ウ(ｴ)、 

     (ｳ) 日常的な安全対策 

ウ(ｸ)、ウ(ｹ) 

     (ｴ) 利用後にデータを確実に消去するための措置 

ウ(ｶ)、ウ(ｷ) 

以上のことから判断すると、安全対策上の措置が講じられていると

認められる。 

以上に述べたところにより、コンピュータ処理を行うことは、適当で

あると認められる。 

なお、受託者の安全対策の万全性について、本市において確認する方

法を検討することを要望する。 

 

以  上 


